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第II部　事前（Ｓ／Ｗ協議）調査報告書
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第１章　調査の目的と概要

１－１　調査の目的

（１）調査目的

自然条件の厳しい半乾燥地域に属するBaringo District 内のMarigat 及びMukutani の２郡

（1,244km2）を対象に、小規模農業を主たる生計手段とする地域住民の生活水準の向上を目的

として、住民・行政の連携強化及び行政（特に県）の能力向上を考慮した農村開発計画（マス

タープラン；Ｍ／Ｐ）に係る策定を行う。今回は本格調査に係る実施細則（Ｓ／Ｗ）の協議・

署名を行うことを目的として事前（Ｓ／Ｗ協議）調査団を派遣した。

（２）要請背景・経緯

１）　ケニア国は、その全国土の約８割が乾燥・半乾燥地域（以下ASAL：年降水量1,000mm

以下、年蒸発量1,500mm以上、Baringo District 年降水量500～ 700mm）で占められてお

り、同国の人の約３割が同地域に在住している。ASALは、少ない降雨量のため、農業生

産性は低く、従来から他地域と比較して貧困層が多いが、近年これに加え、不適切な土地

利用と過度の森林伐採等により、砂漠化等の環境問題が深刻化しており、第８次国家開発

計画（1997～ 2001年）においてもその早急な 対応が言及されている。

２）　Baringo Districtはケニア国中西部に位置する。県の大部分はASALに属しているため、

慢性的な水不足の状態にあり、住民生活や社会経済活動の中心である農牧業は大きく阻害

されている。これに加え、生活・農牧業に重要な役割を果たしている女性の社会経済的地

位が伝統的に低いことや保健衛生等の生活に係る知識・技術の欠如、上述のような不適切

な土地利用による環境悪化等の複数の問題が存在しており、住民の生活は不安定なものと

なっている。

３）　これらの解決のためには、水・土壌・森林等の自然資源の適正管理による安定的な農

牧業生産システムの確立・環境保全、村落給水等の基本的な生活インフラの整備、普及活

動の展開保健衛生等の生活改善に必要な啓蒙活動及びそれらの実施に対応するための 住

民組織化等多くのアプローチが考えられる。しかしながら、いずれのアプローチも住民自

身（特に女性の積極的な参加を伴った）が、主体的かつ継続的な活動を行うための能力向

上が図られなければ、問題解決のための有効な手段とはなりえない。

４）　そのためには地域の特徴（社会構成、慣習、営農等の技術、資源の利用状況、自然環

境等）にかんがみ、農業を中心とする地域改善のニーズ・能力を踏まえた、住民の生活改

善に係る能力向上及び住民に対する適切な行政支援システム整備を含む計画策定が必要で
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ある。

５）　このような状況のなかで、ケニア国政府は1997年 10月我が国に対し、同県のASAL

開発に係る調査の実施を要請してきた。

６）　これを受けて我が国政府は1998年9月に要請内容・背景の確認及び協力範囲の明確化

を目的として予備調査団を派遣し、続く1999年2月に事前（Ｓ／Ｗ）調査団を派遣し、1999

年 3月 5日にＳ／Ｗを締結した。

１－２　調査団構成

名氏員団査調 務業当担 属所

夫和　澤半
AWAZNAH

ouzaK

会社村農／括総
yteicoSlaruR/redaeL

科学発開域地際国部学科源資物生学大本日
授教助

rosseforPetaicossA
tnempoleveDlanoitanretnIfotnemtrapeD

seidutS
secneicSecruoseroiBfoegelloC

ytisrevinUNOHIN

利勝　泉大
IMUZIO
ihsotustaK

発開村農・業農
tnempoleveDlaruR/erutlucirgA

長課室整調合総業事局善改造構省産水林農
）班備整村農（佐補

rotceriDytupeD
noisiviDgninnalPtcejorP

uaeruBtnemevorpmIerutcurtSlarutiucirgA
seirehsiFdnayrtseroF,erutlucirgAfoyrtsiniM

郎哲　谷神
INATIMAK

ousteT

MCP
rotatilicaFMCP

アニュジ課三第域地部画企団業事力協際国
員門専

trepxEetaicossA
tnemtrapeDgninnalP,noisiviDlanoigerdrihT

ycnegAnoitarepooClanoitanretnInapaJ
現※ ACIJ セ練訓グンリタニモ境環トプジエ

員整調務業トクェジロプータン　
　 latnemnorivnEroftcejorProtanidroCtcejorP
　 focilbupeRbarAehtnigniniarTgnirotinoM
　 tpygE

智一　原日
ARAHIH
omotuzaK

画企査調
rotanidrooC

部査調発開産水林農団業事力協際国
員職課査調発開業農

,noisiviDydutStnempoleveDlarutlucirgA,ffatS
seirehsiFdnayrtseroF,erutlucirgA

tnempoleveD
,tnemtrapeDydutS

ycnegAnoitarepooClanoitanretnInapaJ

haddiJ
EKOHC

境環
tnemnorivnE

ACIJ 員整調画企外在所務事アニケ
tnatlusnoCrotceSlarutlucirgA

eciffOACIJayneK
ycnegAnoitarepooClanoitanretnInapaJ
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１－３　調査日程

順日 日月 曜
日 程　　　　　　日 地泊宿

1 02/2 土 田成（動移 02:21 ムダルテスムア→発 53:61 ：着 114LJ ）
ムダルテスムア（動移 00:32 ：→発 1434LK ） 内機

2 12/2 日 → 52:9iboriaN 着

iboriaN3 22/2 月 00:01 ： ACIJ 問訪所務事アニケ
03:11 敬表館使大：

4 32/2 火 03:9 （省発開村農： DRM 回１第、敬表） W/S 議協

5 42/2 水 →（動移 ogniraB 察視地現　）

ogniraB6 52/2 木 tcirtsiDogniraB 敬表
eettimmoCgnikroWtcirtsiD 議協る係に

7 62/2 金 ）等ィテニュミコ（察視地現

8 72/2 土 →（動移 iboriaN 察視地現　）

iboriaN

9 82/2 日 ）等理整料資員団各（日休

01 1/3 月 03:9 ： MCP プッョシクーワ

11 2/3 火 51:9 ： MCP （プッョシクーワ MDP ）定概

21 3/3 水 03:9 、議協Ｍ／Ｍ、議協Ｗ／Ｓ回２第： MDP 定決終最

31 4/3 木 ）成作料資告報国帰員団各、理整果結議協（日備予議協
03:61 ： DRM 議協る係に案終最Ｗ／Ｓのと

41 5/3 金
00:9 名署Ｍ／Ｍ、Ｗ／Ｓ：
00:41 ： ACIJ 告報所務事アニケ
03:51 告報館使大：

51 6/3 土
（動移 01:01iboriaN ：→発 0434LK ）

ムダルテスムア→ 01:71 着
ムダルテスムア（動移 03:91 ：→発 214LJ ）

泊内機

61 7/3 日 田成→ 04:41 着
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１－４　主要面会者

（１）ケニア国側面会者

Ministry of Rural development

1) Mr. Simeon S. LESRIMA Permanent Secretary

2) Mr. E. C. CHESIYNA Director, DLR

3) Mr. D. N. OSIEMO Deputy Director, DLR

4) Mr. J. M. MWANGI Public Relations Officer

5) Mr. P. E. OCHIENG Economist

6) Mr. G. K. LAGAT Economist

7) Mr. S. K. KORIR Economist

Ministry of Agriculture

1) Mr. Cyrus M. MBOGO Economist

2) Mr. Julius KONES Economist

Ministry of Finance

Mr. J. M. NYANUMBA Deputy Desk Officer of Japan

Ministry of Planning and National Development

Mr. R. O. NYALIECH Economist

Ministry of Natural Resources

Mr. A. M. OCHINO Assistant Director of Forestry

Ministry of Public Works & Housing

Ms. R. AJWANG Senior Planner, Roads Dept.

Ministry of Water Resources

Mr. T. M. MUTURI Water Enginner

Mr. S. K. KIPTORUS Economist

Ministry of Home affairs, National Heritage and Social Service

Mr. W. N. WANGWE Social Development Officer
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Baringo district

1) Mr. C. N. KITEME District Officer I, D.C.'s Office

2) Mr. G. M. MAILU District Development Officer

3) Mr. J. N. MUTUKU District Programme Officer

4) Mr. M. L. KIRUI District Environment Protection Officer

5) Mr. E. W. BARASA District Environment Officer

6) Mr. J. ODHIAMBO District Forest Officer

7) Mr. M. Y. TELIENY District Public Works Officer

8) Mr. J. K. MURREY District Cooperative Officer

9) Mr. J. K. YATICH District Agricultural Officer

10) Mr. P. E. MWAKIO District Warden, Kenya Wildlife Service

11) Mr. J. R. KIPLAGAT District Water Officer (Representative)

12) Ms. M. J. SANG District Livestock Production Officer

13) Mr. C. O. ONYANCHA District Social Development Officer

14) Mr. M. K. MUTUKU District Information Officer

15) Mr. J. NGIMOR World Vision, Kabarnet

16) Mr. M. CHEPKONGA World Vision, Marigat-Nginyang

（２）日本側面会者

在ケニア国日本大使館

荒川　吉彦　　公使

川戸　英騎　　二等書記官

JICA ケニア国事務所

橋本　栄治　　所長

松本　淳　　　次長

宮川　昌明　　所員

JICA 専門家

喜田　清　　　専門家 農業省

石原　平八郎　専門家 水資源省

伏見　信彦　　専門家 ケニア国農業研究所（KARI）
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第２章　調査結果概要

２－１　協議内容・合意事項

（１）本調査について、調査名・調査対象地域・調査目的・実施体制・調査項目・ケニア国側

負担事項等に係る協議を行い、1999年3月5日にケニア国、日本の双方代表によりＳ／Ｗ及

びそのＭ／Ｍの署名を行った。

（２）協議内容及び合意事項

１）調査対象地域

Marigat Division及びMukutani Divisionの２Division（旧Marigat Division）を対象地域と

することで合意した。

２）調査名の変更について

当初の調査名はBaringo District 半乾燥地域農村開発計画であったが、ケニア国側より、

Baringo District内の半乾燥地域は調査対象地域以外にも存在し、現在の名称では同県内のす

べての半乾燥地域が調査対象であると誤解される可能性があるので、対象の２Division名を

調査名のなかに入れるよう提案があった。これに従い下記のとおり名称を変更することで合

意した。

「The Master Plan on the Integrated Rural Development Project in the Baringo Semi-Arid Lands

Area (Marigat and Mukutani divisions) in the Republic of Kenya」

３）調査実施体制

予備調査において中央レベルでステアリング・コミッティを設立することで合意してお

り、今回その再確認を行った。また今回はDistrict レベルのWorking Committeeの構成につ

いても協議を行った。最終的に決定された中央の Inter Minstrel ステアリング・コミッティ

及びDistrict Working CommitteeのメンバーについてはＭ／Ｍ（資料２ .参照）のとおり。

４）PCMワークショップについて

対象地域における開発事業が持続的に実施されるために必要不可欠である社会的準備

（Social Preparation）に焦点を絞りPCMワークショップを実施した。当初予備調査で作成し

た問題系図・目的系図をレビューし、同目的系図を社会的準備の側面から再構成した。これ

らの作業はケニア国側の社会的な面での意識向上も含め、今後の調査実施において有効であ

ると判断される。ケニア国側の役割分担を明確にし、また活動の流れを把握することを目的

として再構成した目的系図に基づきマトリックスを作成した（詳細は資料２.Ｍ／ＭのAnnex

I参照）。なお、本マトリックスはPDMを変形したものであるので、同名称は用いずDesign



－ 203－

Matrixという名称を用いた。

５）実証調査について

PCMワークショップ等において、実証調査の必要性を確認するとともに、半乾燥地域で

ある対象地域の開発においては水の確保・水質（特に乾季における生活用水・灌漑用水・家

畜用水）や市場の改善、土地利用計画、農業その他に係る不十分な普及サービス、環境保全

が重要であることを議論し、実証調査の方向性を検討した。

６）ケニア国政府側カウンターパート（Ｃ／Ｐ）の活動に係る必要経費について

ケニア国側より本調査に係るケニア国側Ｃ／Ｐの活動に係る必要経費負担に係る質問があ

り、調査団側はケニア国側が負担することを説明した。ケニア国側はこれに合意した。ケニ

ア国大蔵省への予算要求に係る説明のため、ケニア国政府のUNDER -TAKINGに、特にそ

のことを記した項目を加えることで合意した。

７）Ｃ／Ｐの本邦研修について

本邦研修について、研修員の条件（フルタイムのＣ／Ｐであり、本調査内容を熟知してい

ること、軍人でないこと、日本での作業は調査団と共同でレポート作成を行うこと）の説明

を行った。

２－２　Ｓ／Ｗ協議調査の総括

（１）調査対象地域

本調査はBaringo District 内の半乾燥地域のうち、Marigat DivisionとMukutani Divisionの２

郡を対象とするが、半乾燥地域の農村開発においては当該地域の諸条件、すなわち自然、社会

及び経済環境を十分に調査したうえで、実施計画を策定することが重要である。特に、脆弱な

自然環境基盤のうえに住民の生活が存立しているので、環境保全には十分配慮した開発の方向

を検討する必要がある。

半乾燥地域の自然特性は年平均降水量が600～700mmで、しかも降雨が不規則で、年によ

る変動が大きい点にある。５年に１度の確率で旱魃が発生する。平年時には12月から３月ま

での乾季には降雨はほとんどみられないという厳しい環境下にある。しかし一方で、雨季には

短期間に降雨が集中して被害が発生することも多い。過去には洪水で多くの人命が失われたこ

ともあったようである。また、このような集中豪雨によって河川の流路が変わり、かつて Il-

Chamus（イルチャムス）の人々が行っていた伝統的灌漑が消滅してしまったことがある。

対象地域の農業（牧畜も含む）は一部の灌漑地域を除けば、天水農業である。この結果、水

の確保がこの地域の将来の農業振興に必要不可欠であることは事実であろう。しかしながら、

どのような方法にしても、特に乾季における灌漑水の確保は容易ではない。大規模で、大量な

地下水の汲み上げは、多方面での深刻な問題を生み出しかねない。
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周年流量のあるPerkerra、Molo、Subukiaなどの河川があるが、これらの河川からの取水に

よる灌漑地域では近年、栽培面積が減少している。既存灌漑地域においていかなる問題がある

のかという点に関して、詳細な調査を実施する必要があろう。

これら河川の上流域における生活用水、農業を含む産業用水の需要が高まれば、自ずと下流

域で利用できる用水量は減少するはずである。河川の水を大量に利用することで、Baringo湖

やBogoria湖の貯水量が減少しかねない。Baringo湖ではIl-Chamusの人々が漁業を営んでおり、

Bogoria湖にはフラミンゴなどの野鳥が飛来する。漁業や観光資源の枯渇を招くことがないよ

う、慎重な計画が必要である。

低地における水の確保は、高地であるTugen Hill の集水・保水能力と強く関係している。

Tugen Hillは調査対象地域から外れるが、この点でも低地にとって重要な地域である。この高

地で森林伐採や耕地化が今後ますます進むようなことになると、雨季には洪水が、乾季には水

不足が深刻になるであろう。

調査対象地域の農業は、一部の灌漑開発地域などを除けば、「生業としての農業」という性

格が強い。つまり、それは自給食料の確保や家畜の放牧に中心を置いた農業である。したがっ

て、まず最優先すべき点は、食料の自給率向上のために、在来技術の延長の上に適性技術を組

み合わせる農業開発手法が実現されるべきである。この点に関しては、Marigat にあるKARI

（ケニア国農業研究所）の支部、さらには農業省の改良普及員と連携を図りながら、農業技術

の改良とその普及が可能であるかを具体的に検討すべきである。半乾燥地農業に関する知識や

情報、技術などが既に集積されている可能性があるかもしれない。

（２）調査実施体制

農村開発省は1998年２月に新設された政府機関であり、行政能力はともかくとして、経験

は事実として皆無に等しい。この種の総合農村開発計画においては、農村開発省がリーダー

シップを十分に発揮し、各省庁の人材とノウハウを結集して取り組む必要がある。この案件の

成否は、農村開発省のリーダーシップと調整能力にあるといっても過言ではない。この開発計

画が意図しているreplicabilityの実現はまさにここにある。したがって、日本サイドとしては、

この点に最大の努力を傾注すべきところである。適切な人材を専門家として農村開発省に派遣

することが必要不可欠であろう。

（３）参加型開発について

住民参加型開発が本調査の特徴の一つであるとするならば、ケニア国の行政サイドには従来

よりDistrict Development Committeeが設置されているが、この活用が可能かどうか、またsub-

divisionレベルで実際に機能しているかどうかを調査する必要がある。replicabilityの実現のた
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めには、少なくとも与件だけは固定しておいた方がよい。もちろん、NGOや女性の意見を十

分に採り入れる工夫が必要である。特に、Baringo Districtでは女性の意見がかなり軽視されて

いるとの研究報告があるので、この点に十分配慮すべきである。

（４）ケニア国側Ｃ／Ｐの活動にかかわる必要経費

ケニア国側Ｃ／Ｐの活動にかかわる必要経費については、ケニア国側が負担することで合意

した。これは合意事項であり、これについてさらに検討する必要はないと思うが、留意すべき

点がある。ケニア国大蔵省から各省庁あるいは地方行政機関に対する資金交付の時期がしばし

ば遅くなる点である。その結果、活動が大幅に遅れることが多い。これにどう対処するかが当

面の課題である。

ケニア国大蔵省は四半期ごとに交付金を支給（Quarterly Ceilings Guideline）しているが、

1996/97年度のある例によれば、１回目は10月中旬、２回目12月末、３回目３月末、４回目

は６月中旬であった。特に６月中旬は年度末間近であり、計画の実効は困難となる。また、最

終的には、交付金は予算額よりも28%も少なかった。このような状況の改善が求められるが、

それが直ちに改善されることは期待できないであろう。この点を事前に考慮しておくことが重

要である。
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第３章　調査対象地域概要

３－１　農村社会

（１）基本的課題

アフリカの農村社会はさまざまな面で大きな変容の過程にある。伝統的社会が植民地化に

よって近代国家のなかに編成された結果、変容の過程が大きく始まったといってよい。前植民

地期の社会においては、ケニア国の主な部族社会は無頭制の長老制のもとで社会の諸問題が解

決されていた。例えば、Il-chamusの社会ではIamaalと呼ばれる長老会議が存在した。しかし、

植民地化により間接統治が行われ、政府が任命したチーフやサブチーフが行政を担当するよう

になる。そして長老の影響力が次第に低下し、伝統的社会にみられた諸制度がその後の社会変

容によってさらに大きく変質し、さまざまな問題を生み出す。

Il-chamusの社会変容を研究した人類学者ピーター・リトルによれば、このような制度変化

が家畜の過剰放牧と自然環境の劣化をもたらす大きな要因の一つとなっている。Il-chamusの

社会には放牧をコントロールし、隣人たちとの協力関係を結ぶolokeriという制度がある。こ

の制度のもとでmurranと呼ばれる年齢集団（18～30歳）に属する男子青年が共同で家畜を放

牧する。しかしこのシステムが崩壊した。その理由は、①ローカルな意思決定が侵害されたこ

とによる長老の政治力の低下、②住民の格差拡大による集団決定力の低下、③若者世代の出稼

ぎや非牧畜活動への参加、④乾季放牧地の減少等、による。

家畜の放牧が無秩序で行われていたのではなく、存来制度のもとで資源の利用が規制されて

いたのである。ところが、不在家畜所有者はIl-chamusの青年を牧夫として雇い、大量の家畜

を共有地で放牧させている。この不在家畜所有者は商人などを含む町の住民であり、Il-chamus

以外の人々もいる。その結果、過剰放牧によって地域の土地資源が荒廃している、というのが

ピーター・リトルの主張である。

以上のことから、社会が単純な関係で構成されているのではなく、国家への編入、市場経済

の発達、社会内の階層分化、他部族との重層的な関係などがみられるのである。在来制度がど

のように機能し、それがどのように変容しているのかを克明に明らかにする作業が必要であ

る。また、社会の構成員が単純な関係で成立しているとはいえないので、放牧を含めた社会・

経済的関係を資源利用の面を含めて明らかにする必要があろう。

その他考慮すべき点としては、都市への出稼ぎ、帰村の可能性とその条件、男女の性別分

業、女性の労働負担、土地なし農民の出現、学校教育の普及などが指摘できる。
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（２）農耕と牧畜

対象地域にはKelenjin系のTugenとIl-chamus（Njemps）の人々が主に住んでいる。Tugenは

伝統的には牧畜民であるが、近年においては農耕を営む人々が増えている。しかし、半乾燥地

の自然特性からすると、完全に牧畜を放棄することはないと考えられる。このような地域に住

む人々にとって、生存戦略として危険分散が常に生活上の重要なテーマである。

Il-chamusはMasaaiの集団から牛などの家畜を奪われて追われた人々である。彼らは19世紀

には伝統的な灌漑設備を整え、作物を栽培していた。アラブ商人のキャラバン隊に新鮮な食料

を提供していたという歴史がある。しかし、1918年の洪水によって川の流れが変わり、灌漑

が利用できなくなった。この時までには、彼らの利益は家畜の購入にあてられ、Il-chamusは

牧畜の生活に戻った。この灌漑技術はTugenの人々に伝授され、Ndau川の水を利用して灌漑

農業を営んでいる。

一部の農民を除けば、ほとんどの人々は「生業としての農業（牧畜）」である。それが生活

であり、文化である。家畜は今日でも婚資（dowry）として結婚時には不可欠であり、さまざ

まな儀礼に欠かせないものである。その重要性は商品経済・貨幣経済の発達によって次第に低

下しているが、生存戦略としての危険分散を図るうえでも簡単に家畜を手放すことはない。

Sandai地区での聞き取りから得た情報によれば、近年の若い人々は灌漑水が得られれば、作物

栽培の意向が強いようである。彼らは牧夫を雇って家畜群を放牧させている。つまり、彼らは

前述の不在家畜所有者である。

（３）土地制度

地域によっては共同体的土地保有制度を解体し、近代的土地保有制への改革が必要となる場

合があるが、上述のように、家畜の放牧が重要である限り、土地制度改革は簡単に着手できる

事業ではない。この点は特に留意すべきである。女性、子供、老人は定着して雨期は作物を栽

培する。青年は家畜を放牧する。季節や年によって、つまり家畜の飼料と水を確保するために

移動の範囲が異なるのである。

このような土地での制度改革は大きなトラブルを生むケースが多い。また、マサイ・ランド

のように、不正行為と汚職の発生源にもなる。

（４）灌漑開発

調査対象地域のPerkerra灌漑開発地域は1950年代に当時の植民地政府によって、反植民地

闘争に関わった者やその嫌疑をかけられて投獄された囚人労働によって開発されたものであ

る。灌漑開発公社の強い管理のもとでこの事業が運営されている。この事業は長い間赤字経営

にある。それがなぜなのかを十分に検討しておく必要があろう。
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灌漑開発がIl-chamusの人々の間で貧富の差を増大していることが、欧米の研究者によって

指摘されている。我が国でも、高村泰雄・重田眞義編著『アフリカ農業の諸問題』京都大学学

術出版会（平成10年）という文献のなかで、京都大学の太田至氏がその点を引用して論文を

書いている。作物栽培面積と家畜飼養頭数との間にプラスの相関関係があるという。市場経済

の発達によって経済的格差の発生は基本的には避けがたい現象と思われるが、既に日本の研究

者がまさに対象地域の開発問題を指摘している以上、慎重な配慮が必要であろう。

３－２　農業・農村開発

３－２－１　農業・農村開発の必要性

（１）乾燥・半乾燥地域の特徴

ケニア国には、国土全体で16,500万ha、82％にのぼる乾燥地（Arid）と半乾燥地（Semi-

Arid）が存在する。この地域には、国全体の人口の30％と家畜の50％を占めている。

この地域は、安定な生態系が崩壊して徐々に土壌の悪化、侵食、保水力の低下、土壌の生

産力が減少し地域の生活スタイルが不安定になっている。時には、厳しい旱魃によって家畜

と住民の死を招くことがある。

年降水量は30mmから500mmの範囲にあり、平均気温は25～32℃で、年に10～12か月

の乾燥月があり、蒸発散量が多い。

（「Kenya Land of Opportunity」Central Bank of Kenya発行による）

（２）半乾燥地農業の現状

調査の対象地域であるBaringo Districtは、ケニア国の首都Nairobiから北西に位置し、標

高2,000m前後のハイランドと1,000m前後のローランドからなり、Pokot、Il-chamus（また

はNjemps）、Tugenの地域の代表的な部族が農業を営んでいる。

１）降水量

降水量は、場所、年によって大きく異なる。体系的な気象資料は未整備であるが、

Marigat地区の場合には、1995年に284mmを記録しても、1997年には1,029mmの降雨が

あった。ケニア国農業省のある年の記録によれば、kabarnetを中心にするハイランド地域

は1,000mm以上の降雨がみられるが、北東側はしだいに雨量が少なくなり500mm程度で

ある。一般に９月から３月が乾期とされ、旱魃は40％程度、３年に１度の割合で発生し

ている。

２）土壌

ハイランドでは、岩を含む土壌で、急傾斜であることから、約６％が作物栽培に適して

いるとされ、ローランドでは、塩類集積がみられ、レキ交じりのために作物栽培は制限さ
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れる。土壌水分が高い土壌はBaringo District西側のKerio Valley周辺とバリンゴ湖周辺に

分布するが、土壌水分が低い土壌（主に玄武岩）がそれらに介在するように分布する。県

の東側は、土壌水分が低い。

土壌の侵食は、土壌水分が低いところで発生し、ガリ侵食、過放牧や過伐による加速侵

食等が進行している。一部では耕作によって修復不可能なものもあり、流出土壌は河床や

バリンゴ湖に堆積し、流況の変化をもたらしている。

３）農業の形態

地域の農業は、集落を構成する部族、農地の所有形態と規模、灌漑施設の有無等で異な

る。資本投入が大きい大型農業と小規模な自営農業、土地の貸借、経営内容を示す統計資

料は得られないが、代表的な農業は、次のように分類されると考えられる。

①　ウシ、ヤギ、ヒツジを放牧する農業

②　ウシ、ヤギ、ヒツジを放牧しながら畑作（メイズ、ソルガム、落花生等）を営む農業

③　タマネギ、ササゲ等を栽培する畑作農業

また、農家は現金収入を得るために、薪、蜂蜜の販売を行っている。

特に、①はBaringo Districtの北部で多く、②はTugen族の代表的な農業形態でバリンゴ

湖を中心に分布し、③は河川の周辺と灌漑施設が整備されたところで見受けられる。調査

地区と農業の形態から、調査の対象になるのは②と③である。

収穫された農産物は、自家消費以外に近くの市場やナクールの市場へ出荷される。

肥料・農薬等の農業資材の投入については、灌漑地区と普及活動の実施地区では見受け

られても、非灌漑地では普及活動もないために利用は少ない。

（３）農業・農村の現状

現地での行政関係者のワークショップと農業者（自作と小作）からのインタビューの結果

では、多くの人は飲用水と灌用水の確保をあげ、農畜産物の取引価格等の市場の改善、ほこ

りっぽい土壌と道路の改善、森林保全、観光開発（バリンゴ湖とボゴリア湖）等を話題にし

た。

１）農村

現地調査したバリンゴ地区の道路沿いの集落では、学校、診療所、公衆電話施設、教会

等のコミュニティ施設はほとんど整備されている。これらの地域は、家屋の近くに生活用

水や家畜用水、灌漑用水が整備され、日用品を扱う店もある。

しかしながら、水の確保が困難な集落（Lagumukum）では、廃屋も見受けられ村の機

能が減退している。
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家屋は、わら、板、トタン吹きと多種多様であり、雨水を集水するタンクの施設もみら

れるが、少ない。

農村の作業は、男性は放牧と農作業、女性はそれらの作業に加えて生活用水と炊事のた

めの薪を準備する作業が加わるように分担されている。

村のコミュニティは、共同で水路掘削を行うなどの活動が見受けられ、特に灌漑施設等

を共同で利用することがあれば維持管理や利用料金の集金等で活動は活発になる。

２）家畜

ウシ、ヤギ、ヒツジの放牧による飼育は、PokotやTugenの伝統的な生活手段としてな

されている。降雨が期待できる雨季には、住んでいる集落を中心に放牧するが、乾季にな

れば、飼料と水があるところを求めて放牧範囲が拡大し、旱魃の規模に比例して放牧範囲

も大きくなる。

標準的な家畜取引価格は、乳牛25,000ksh/頭、肉牛15,000Ksh、ヒツジ3～5,000Ksh、ヤ

ギ2,000Kshである。

また、蜂蜜を採るために、丸太を２分割し中をくり抜いたミツバチの巣箱をアカシアの

木につるしている。Baringoで生産される蜂蜜は、ケニア国を代表する。

３）農業

主食のメイズ栽培、ミレット、落花生、豆類等に加えて、灌漑地区ではタマネギ、スイ

カ等が栽培される。

栽培は、トラクター利用によるプラウ耕起、播種、中耕、灌漑、収穫の一連の作業がな

されている。プラウ耕は１エーカー1,200Kshであるが、農家には高いと考えられている。

耕起以外にトレーラー運搬が機械化されているが、耕起に蓄力を利用しているのはみられ

ない（ナクール地区では、蓄力耕起がみられた）。

収穫後は、品質と大きさによって選別され、市場に出荷される。市場の市価の情報は、

ラジオや新聞から得られるが、それが可能なのは一部の人に限られる。

灌漑については、畝間灌漑地区（Ngoswe）では、朝の９時から灌漑が可能で４日間断

で１エーカー当たり２時間で実施されているが、利用料金は1,120Ksh/作 /エーカーと規

定されている。

乾季の１日当たりの農作業時間は、複数の地区のインタビューから４～６時間である。

３－２－２　農業・農村開発の進め方について

ケニア国の第８次国家開発計画に基づくBaringo Districtの開発計画は、農業・農村の振興を

総合的に実施する内容である。計画では、生活用水、灌漑用水の確保、畜産の振興、農業の振

興、道路の整備等が盛り込まれているが、財政、事業期間の検討がなく、2001年までに実施
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できるものは少ない。しかし、地域の全体開発整備計画は存在し、PCMで議論した収入の検

討では、これらの計画事項がほとんど網羅された。

残る課題は、確実に実施できる行動計画の具体化と計画事項の連携や優先順位を検討するこ

とである。

（１）開発支援計画の必要性

Baringo Districtの地域開発は、半乾燥地であることから「水」の確保が重要であり、人口、

家畜、森林のバランスある開発が重要である。

人口増加は、家族計画の普及で鈍化しているが、人口の増加は生活用水の需要を高める。

また、収入を増やすためには、家畜を増やし、農業栽培面積を増やすことになり、水源を涵

養する森林を減少させ、結果的に侵食を増加させ水源の涵養力を低下させる悪循環に陥って

いる。

表３ー１　環境悪化のプロセス

半乾燥地の持続的な発展のためには、「半乾燥地のWise Use」の開発支援計画を示すこと

はケニア国にとっても重要であり、日本の協力のステータスを高めることになる。

（２）水資源の開発

半乾燥地の開発は、水資源の開発が基本であり計画の中心である。

ケニア国の水資源開発は、進歩的なNGOの支援を受けて進められ、当面の代表的な方法

として二つの方法がある。一つは水の保全で、もう一つは植林である。

水の保全は、上流の集水域で各種の施設を設け、下流域への給水（生活、灌漑、畜産等）

と地下水の涵養を行うものである。

人口増� 宅地の需要増�

生活用水の需要増�

過伐採�

薪の確保�

森林（集水域）�

の減少�

生活環境の悪化�

家畜増�
過放牧�

家畜用水の需要増� 森林を食い荒らす�
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１）水資源の開発方法

ケニア国で行われる一般的な貯水方法は次のとおりである。

①　岩集水

岩谷の場所で岩やコンクリートで貯水池を設けるもので、表面の厚さは20～30cmで集

水域を増やし貯水池への導水を行う。土や草木を使わないので水質は良い。500～5,000m3

の貯水量に適する。住民は、止水壁の土と砂を集め、行政は技術とセメント材料を供出す

る。

②　岩やセメントによる貯水池

土壌の侵食が少ないところで、①を改良して、侵出を抑えるように実施される。

③　頭首工

砂質の河床で岩やコンクリートで堰を作り貯水池にするもので、上流からの土砂の堆積

で短期間で満水になり、取水が困難になる場合がある。貯水量は200～ 5,000m3である。

④　ダム

土、岩、コンクリートで河川を堰き止め、貯水量は10,000～ 250,000m3である。

⑤　くぼ池

地面を掘ったり、くぼ池を利用して貯水する。洪水後には、土砂で埋まることもあり不

安定。取水にポンプが必要なこともある。

⑥　貯水または地下貯水

屋敷に、深さ2～3m、幅3～4 mの貯水を作るが、蒸発の防止策が大切。

⑦　畝間溝による貯水

等高線方向に、1.5m幅で15～20cmの深さの「Ｖ」溝を8m間隔で掘り侵出水を得る、

さらにそれらに交わるように溝を切って貯水池まで導水する。作物を収穫する要領に近

い。

⑧　じゃ駕篭による貯水

土壌侵食を防ぐために岩石を積み上げたり、じゃ駕篭、ふとん駕篭を積み上げて貯水池

を設ける。侵出対策が必要になる。

①から④は乾季でも貯水を利用できるが、⑥は乾季では不安定で、⑤⑦⑧は雨季の補給

用水としての利用が考えられる。

また、新規の水源開発は、下流域での河川の枯渇や地下水の低下が生活環境の悪化をも

たらすことも考えられるので、開発に伴う影響を事前に検討する必要がある。

２）Baringo Districtの取り組み

Baringo District では、Kerio Valleyでは、生活用水の開発に海外協力（イタリア）によ

る大規模ダムが建設中であるほか、貯水池、タンクと整備が進んでいる。また、Marigat
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地区では、約6,000haの灌漑開発可能地に対して約2,000haで農業省の小規模灌漑事業が

実施中である。しかし、Makutani地区では小規模灌漑事業は進んでいない。

また、ケニア国ではどの地域にもDistrict Water Supply Fundが用意され、District Devel-

opment Committees（DDC）が地域の基金として独立して運用している。

３）消費水量の検討

水資源開発では、開発基礎諸元の検討が不可欠である。一般に、上水道事業の場合に

は、１人当たり１日給水量、給水時間を、灌漑事業では作物の日消費水量、間断日水等の

営農条件等の諸元をもとに施設の容量を計算している。

①　生活消費水量

炊事、洗濯、入浴、飲用等の日常の生活に必要な消費水量を検討する必要がある。

現地集落（Simtan）での主婦からの聞き取りでは、「その日の気分次第で消費水量は変

化する」ということであるが、行政関係者の意見では１リットル/日・人が標準とのこと

である。（日本の場合には、274リットル/日・人）また、入浴には近くの河川の水、水た

まりを作って身体を洗っているので、新規に水源を開発する際には、考慮する必要があ

る。

②　家畜、作物の日消費水量

家畜と作物の日消費水量を検討する必要がある。

日本では、乳牛で180リットル、肉牛で75リットル、鶏で0.3リットルという結果があ

り、営農飲雑用水に利用されている。

また、作物の日消費水量は、熱帯地方では3～4mm/日と想定されるが、年間500mm程

度の雨量では、灌漑効率や適用効率を無視して単純に計算しても灌漑日数は125日程度に

とどまる。年間を通じて作物栽培を可能にするためには、栽培面積の数倍の集水域と貯水

池が必要になることは自明である。

③　計画基準年の検討

ケニア国で発生する旱魃は３年に１度と考えられている。

この旱魃に対応できる水源の開発には、1/3以上の確立年（1/5、1/10など）の整備水準

が必要になる。しかし、整備水準を高めることは、施設容量を大きくすることになり、不

経済でもある。最適な整備水準を検討する必要がある。

４）計画、施工技術について

水資源開発省がKerio Valleyで施工したコンクリート重力式ダムは、貯水量は300万m3

程度のものであるが、工期７年（1992～1998年）で基礎処理に５年を要しグラウト工事

を実施したもので、施工技術は問題ないと思われる。

また、水源開発計画についても、農業省は1994年に土壌、水源開発の状況（湧水、ダ
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ム等）を示したものがあり、基本調査には十分に役に立つ。

（２）家畜・畜産の振興

家畜と畜産の振興は、ナイロビ等の都市住民に対して肉、牛乳、乳製品を供給するために

も、農家が現金収入を得るためにも重要である。

ケニア国政府は、市場、加工、品種の改善に戦略的に取り組み、1970年から1990年まで

に肉牛、乳製品ともに12倍の生産増を達成している。その取り組みの背景には、1965年に

始まるADC（Agricultural Development Corporation）の成果が大きい。ADCは、ヨーロッパ

の大農場経営を基本に、肉牛、乳牛、ヒツジ、ヤギの改良種を移入している。

今後は、この技術を乾燥地で適用される必要があり、Baringo Districtでは放牧が農家経営

の中心になっており、農家所得の向上のためにもADCの実行が期待される。

（３）農業の振興

ケニア農業では、農家の８割が小規模経営（2ha以下）であり、栽培技術レベルも生産性

も低いことが課題である。

１）小農家の経営振興

近年、市場に占める大農場と小農場の地位は変わりつつある。1964年に39.8％だった

小農場のシェアは、1990年には55.4％まで上昇している。しかし、輸出される農産物は、

ほとんどが大農場の生産である。

大農場には、生産性の高い広大な農地で豊かな資本と優れた技術が集積し、灌漑技術を

利用しながら、畜産、畑作、園芸の栽培を実施している。

小農場の場合は、生産性の比較的低い土地で、乏しい資本と未熟な技術で栽培されてい

る。改良品種や技術の普及、融資制度等を活用した経営強化策が実施されなければならな

い。

２）灌漑技術

乾燥地の水源開発には降雨が絶対的に少ないという開発の限界がある。

灌漑技術の適用にあたっては、自然条件、経済性、水利状態、営農形態を検討しなけれ

ばならない。

乾燥地で利用できる灌漑技術は、ナイロビ周辺やナイバシャ周辺の大農場の技術を参考

にすれば、散水灌漑、地表灌漑、点滴灌漑、地下灌漑の導入が考えられる。

①　散水灌漑

圧力水をノズルから噴射させ、雨滴状または噴霧状で灌漑する方法であるが、噴霧法は

蒸発散量が多い乾燥地では適さない。スプリンクラーは、コーヒー園、切り花の園芸（い
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ずれもナイロビの北）、野菜栽培（ナイバシャ）で利用され、センターピポット式は草地

の灌漑（ナイバシャ近郊）に利用されている。灌漑効率は70～85％。

②　地表灌漑

代表的な方法が畝間灌漑である。畑一面を一定勾配または平坦にして水を流して灌漑す

る。ポンプ等の施設が不要で経済的である。MarigatのNgoswe地区では、この方法を導入

している。畝間灌漑の灌漑効率は60～ 65％。

③　点滴灌漑

節水型の灌漑が可能であることが大きな特徴である。灌漑水に塩分がある場合でも、根

域の塩分濃度を低く抑えるので塩害が軽減される。しかし、パウダー状の土壌は、粒子が

小さく点滴の孔を詰まらせることと、送水には圧力が必要で、ポンプ導入の可能性を検討

する必要がある。

④　地下灌漑

暗渠や明渠を用いて、下方から毛管作用によって灌漑する。暗渠の整備には有孔管の資

材が必要である。

施設の導入は、設備費だけでなく、実際に使用する農業者の営農技術をも考慮して、維

持管理等が少ない施設が相応しい。

３）地域ぐるみの活動

農業の振興は、前述のADCプログラムをはじめ、Baringo Districtの第８次５か年計画

で予定される事項を確実に実施することが必要である。なかでも、農業者自らが集出荷組

織、営農組織、灌漑組織等を造り、生産性を高め、所得を向上し、生活環境の向上を進め

る地域ぐるみの農業・農村活動を実施することが期待される。

３－２－３　農村開発計画（Ｍ／Ｐ）策定で留意すべきこと

ケニア国の政治・経済面の課題は、貧困の格差の拡大、部族間の不平等、植民地資本とイン

ド人が経済の中心であることと失業者が多いことである。

このようなケニア国の事情を考慮し、日本の協力はケニア国の自助努力を促しながら、諸問

題の解決の糸口を提供するものでなければならない。

また、日本の協力では、農業・農村の開発案件の採否にあたって、次の３点を基本にするこ

とが重要である。

①　実行可能性（practicability）

現地の農民が実際に使え、他の農業者にも普及可能なものでなければならない。

②　再現可能性（republicability）

現地のプロジェクト等の取り組みが、展示効果を高め他の地区でも活用されるものでなけ
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ればならない。

③　経済的妥当性（feasibility）

農業・農村の開発案件はお金で解決するような易しい問題ではない。受益を受ける現地の

人の負担を考慮して、持続的な開発でなければならない。

（１）長期計画と農村開発計画

ケニア国には８次に及ぶ国家開発計画が存在する。また、各県ごとには、それぞれの地域

の長期計画がある。しかし、これらは総花的であり、施策のかかわりや優先順位、また財政

支出等については十分には検討されていない。

ケニア国が抱える政治的な課題は、一朝一夕にできるものでもなく、財政的な支援で解決

できるものでもない。

本件の農村開発計画は、Baringo Districtを対象にケニア国の長期計画に沿って、住民参加

によって生活の向上を実現するための基本計画を策定するもので、長期計画のほんの一部分

しか対象にできない。ケニア国自らがこの基本計画を一つの事例として他地区でも活用する

ことをねらいにしている。

所得と生活の向上は、すぐに効果が現れるものではない。住民の主体的な事業への参加

は、何か具体的に目にみえる効果がなければ人は動かない。農村のコミュニティを支えるの

は、農業の生産性を向上させることであり、集落内の公平性を確保し、集落内のこうした生

産性と公平性が持続性を持つことである。Baringo Districtの場合は、そのきっかけは「水」

の開発であると思われる。

また、農村の土地利用は、雨季の洪水を回避するために水源開発が困難な尾根に住居を構

える傾向があるが、十数か年程度の「災害マップ」や住民が集落の生活環境を点検する「集

落点検マップ」が重要である。

（２）調整と連携

本件の開発調査は、複数の省庁がかかわり一つの目的に対して総合的な事業（施策）を計

画するものである。

しかしながら、本件の取りまとめは設立まもない農村開発省になっており、その所掌は農

村の主要な課題を担当しているわけではなくその調整力に課題があること、開発の中心にな

る「水」は農業省と水資源省にまたがること、市場の改善についても農業省と共同開発省が

かかわること等の調整と連携が課題になっている。現在、農村開発省にはJICA専門家の派

遣されていないことでもあり、関係省庁に派遣されているJICA専門家の連携協力やJICA事

務所の支援が欠かせない。
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（３）持続的な開発のために

本件は、各省を横断しながら、実証を伴う調査を実施し、地域開発の観点から基本計画を

作成することに大きな特徴がある。

プロジェクトが効果的に実施され、持続的に農村開発がなされるためには、多くの住民と

行政の関係者が問題の共有がなされなければならない。そして、住民のコンセンサスが得ら

れ、住民自らが管理と運用にあたれることが重要である。

ケニア国にとっても日本にとっても、実証調査地区の選択は、調査結果を大きく左右する

ので非常に重要になる。実証調査では、集落を構成する部族、営農形態、用水の確保、集落

活動の状況などを考慮し、地域を代表する調査地区を選定しなければならない。その場合、

Marigat地区とMakutani地区は部族、営農形態、用水（降雨）の確保手法が異なることから、

整備内容と集落活動内容も違ってくると考えられる。

表３－２　実証地区の選択要素

プロジェクトが効果的に実施され、持続的に農村開発がなされるためには、多くの住民と

行政の関係者が問題の共有がなされなければならない。そして、住民のコンセンサスが得ら

れ、住民自らが管理と運用にあたれることが重要である。

項事択選 容内の素要

性表代の区地 （域地、容内の画計発開、題課発開 inatukaMrotagiraM ）

落集村農 成構の族部、）口人・数戸（模規

態形農営 、術技農営、壌土、無有の漑灌、用利具機械機、）他菜野・畜家（農営
態形荷出集

容内の画計発開 、導指術技）路道落集（境環活生、地耕、）式方、分配、発開源水（水
援支算予

動活落集 望要の内落集、容内動活、性一均

他のそ 、援支動活理管 OGN ）否可の価評・グンリタニモ・援支（整調、援支
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参考資料1.　ケニア、Baringo District の５か年計画の概要

１．ケニア国の長期的な開発計画目標

政策教書「新たな成長のための経済運営」（1986年３月18日）は、西暦2000年までのケニ

ア国の経済計画の基本指針である。作成時点からの国の成長の変還を考慮しても、農業・農村

を取り巻く基本的な考え方に変化はない。

政府は直接的な規制手段を避けて、�

・市場原理に基づいて国内経済における民間部門の役割強化

・農業と非農業部門の活性化による雇用の吸収

・農村部と都市のバランスのとれた発展（ナイロビの一極集中の排除と地方中小都市

の発展）

を基本に、農業・農村部門では、

１）農村と都市のより良いバランスのもとに開発戦略を立てる

２）農業部門における食料安全保障、所得向上、雇用拡大、輸出拡大の達成があげられて

いる。

２．農村開発整備

第８次国家開発計画（計画期間1997～ 2001年）では、Baringo District の道路、電気通信、

電力、水のインフラ整備として、次のことが示されている。

（１）道路

道路網の整備として、特に産業と市場に関連する道路の改良と維持が予定されている。具

体的な地域として、East Baringo、Kerio Valleyが取り上げられ、産業化と商業目的の開発が

不十分とされている。なかでも、East Baringoは家畜生産として、Kerio Valleyは豊かな農業

生産として特殊化されている。

（２）電気通信

郵便と通信のサービスは、産業開発の手段として注目され、East Baringo等で普及される。

（３）電力

産業化と電化は切っても切れない関係にあり、送電網は地区中心の都市化や中心市場を活

性化する。優先順位は、産業と商業活動が活発な所に与えられる。

（４）水

第１段階として、水源の確保として、 浅井戸、湧水、ダム、貯水池の集水域が保護される。

最近の地下水利用は、パイプ配水システムが回復・普及することによって、より多くの住民

に奉仕する。また、貯水タンクは、Sacho-Remo、Kampi ya Samaki等のプロジェクトで建設

される。
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単純な技術としての屋根、岩集水、浅井戸、貯水池とダムの建設は、努力する。Jamiina

mazingira Baringo（JAMABA）は、集水域の保全教育を続ける。

水の利益を受ける農村集落は、自衛的に水の確保に動くが、正式に役職の任命がないの

で、維持管理ができないこともある。職務の任命は、維持管理を保証する手段として普及さ

れる。

３．人的資源の開発

（１）職業訓練

大部分の技術労働力は産業化に向けられる。そのために、子供たちは若いうちから総合技

能学校や中級大学としてのバリンゴ技術大学で職業訓練を受け、産業セクターへの参加の機

会を得て、両親を勇気づける。

（２）事業のためのセミナー

Kenya National Chamber of Commerce and Industry、Kenya Industrial EstatesとDistrict Indus-

trial Commtteeは、事業の成功、新事業のために、地方の投資者を対象に事業や資金運用に

ついてセミナーや勉強会を開催する。

事業の実施と改良のために、多くの省庁は地域の職員の研修を実施する。

（３）エイズ撲滅と健康管理

HIV/Aidsの災害抑制のために、地域エイズ委員会が組織され、大衆感染を抑制するキャ

ンペーンを実施する。健康管理サービスは、より多くの人が受けられるように、病院、健康

センター、診療所を整備する。新しい健康センターは、East BaringoのChemolingot に建設

され、職員が派遣される。

４．農業の開発

農業の開発は、国家の開発目標でもある次の事項である。

１）貧困の軽減

２）所得の公平

３）食料の自給

４）栄養失調の排除

５）就業機会の拡大

６）輸出収入の拡大

これらの達成のために、

（１）効果的な食料供給管理を実現するための生産と市場の範囲を拡大する。

（２）コーヒーや園芸作物の生産と輸出収入による外貨を確保する。
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（３）地方産業の原料の綿、製粉、皮を供給する。

（４）畜産と作物害虫による被害をコントロールする。

（５）食料担当者が年間を通じて国民が適正な栄養を得ることを保証すること。

（６）家畜利用による耕起、果樹・苗木の育成、小規模灌漑による園芸栽培の振興、綿・パ

パイヤの栽培振興を支援することにしている。

５．畜産の開発

（１）産業化

県の産業化の条例と利用のレベルを研究することが大切である。これは投資家を刺激し勇

気づける。産業は、綿、砕石、製粉と肉加工がすでに目標にされている。なかでも、製粉と

肉加工については、事業者が教育を受けて産業化が可能になっている。

（２）家畜の衛生と市場

家畜の生産を増加するためには、口蹄疫の災害に対して、多くの洗浄施設が畜産部局の技

術指導で農家によって建設される。

バリンゴ議会と畜産部局は、Ngiyang、Tangulbei、Marigat とValleyにセリ市場を建設し、

畜産市場を改善する。

（３）乳の生産

乳の生産増のために、人口受精を普及し、集乳センターをTugen Hillに建設する。農家は、

飼料の生産と近代的な方法に努力し、土地所有の裁定は適正な経営の範囲として地域が拡大

する。

（４）品種の改良

ウシ、ヤギ、ヒツジの繁殖は、交雑によって改良され、乳量と肉量が増し、鶏でも雄鶏の

交換によって肉と卵の生産が拡大する。

（５）蜂

普及活動は、農家が近代的なミツバチの巣と蜂蜜の精製器具を使うことを広める。

６．市場の改善

市場は、農業者が最大の所得を得られるように、地方の投資家が改善する。投資家は、乾

燥、半乾燥地資源管理プログラム、若手育成資金プログラム、地域産業発達委員会を通じて、

市場技術を改善し市場機会を確率する。

市場研究調査と市場情報は、地方の投資家によって実施される。
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７．環境保護の強化

産業化と食料生産による環境への悪影響は無視できない。計画期間（1997～2001年）以降

も、環境保護の研究活動は、県環境委員会で実施され、効果が期待される。その効果の大部分

は、環境の悪化が激しいTugen Hillでもたらされる。環境の悪化と公害が現在の産業や今後の

産業化によってもたらされないように、計測のための研究がなされる。

環境の意識は、農業者が家畜の頭数と過放牧を減らし、集水域の保全の努力、造林と農林業

に務めることで明らかになる。
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参考資料2.　農業活動に関するケニア国の省庁の役割分担

（注）◎：関係深い　　○：関係あり　　－：無関係
（農村開発省職員からの聞き取りによる）

省
策政般一
・業農（

）村農

盤基産生
）設施漑灌（ 金資農営

普農営
導指及 /
け付作
画計 /研
発開究 /
種品 /肥
料/ 薬農

通流と場市 活生村農
良改 報情計統

省発開村農 ◎ ○ ─ ○ ─ ◎ ◎

省蔵大 ◎ ○ ◎ ─ ─ ─ ◎

省発開家国 ◎ ─ ─ ○ ─ ○ ◎

省業農 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

省発開源資水 ○ ○ ─ ○ ─ ◎ ─

省源資然天境環 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ○

省険保 ◎ ○ ─ ○ ─ ◎ ─

省合組同協 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

省業事共公 ○ ○ ─ ─ ◎ ◎ ○

省務内 ◎ ─ ─ ○ ─ ◎ ◎

省全保境環 ◎ ─ ─ ○ ─ ◎ ○
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３－３　PCMワークショップ

（１）参加者

日本側：調査団員　５名

　　　 JICA事務所員　２名（現地スタッフ１名）

JICA個別専門家　３名

（水資源、農民組織化、農業）

ケニア国側：Baringo District行政官　２名

　　　　　　関係中央政府行政官　  15名

国際機関：UNCRD　１名

（２）概要

本件は、住民参加型農村開発に資する調査を目的とするものであり、予備調査の段階から

PCMワークショップを開催することによって、対象地域の農民のニーズを把握する作業が実

施されているものである。

予備調査時点において実施したワークショップは、対象地域の農民及び地方行政官を主な参

加者とし、ケニア国在住のJICA個別専門家の協力のもと、PCM手法の概要説明、問題分析、

目的分析に焦点を絞って検討がなされた。

問題分析では、中心問題に「低い生活水準」があげられた。直接原因として示された９項目

のうち、約半数の項目（カード）には直接・間接に水不足に係る問題が提起されていたこと、

また、具体的に考えられる改善方法として、水開発、技術訓練、教育、植林、小規模金融、医

療等多岐にわたる分野が言及されていることが特徴であった（詳細は予備調査報告書参照）。

今時のPCMワークショップは、本調査に関係のある中央関係省庁、及びバリンゴ地方行政

官を参加者とし、行政の役割、調査の行程等の視点から、検討を実施したものである。

なお、予備調査の結果を踏まえ、今時のワークショップにおいても集中的に議論されること

が予想された特定分野（水、農民組織化、農業振興）に関しては、JICA専門家の参加を願い

専門的な見地からの助言を求めた。

（３）ワークショップの目的

本ワークショップの目的は、以下のとおり。

①　調査地域が抱えている諸問題を包括的に把握する。
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②　社会的準備の強化に関し特に着目し、必要となる行動計画を把握し、行政・コミュニ

　ティの役割を明確にする。

③　最終的にデザイン・マトリックスを作成し、調査の全体像に対する認識を深める。

また、ワークショップを通じ活発な議論をすることで、ケニア国側関係省庁の縦割行政の意

識を改革し、本件への積極的関与を促進することを副次的効果と捉えている。

（４）ワークショップの進行経過

２日間にわたるワークショップのタイムテーブルは、別添１のとおり。

１）目的系図の再検討、作成

農民が中心となって作成した問題系図、目的系図を再検討し、本調査の目的により即した

形で目的系図を再構成した。予備調査で中心問題となった「低い生活水準」を改善するため

の直接手段として、①社会的準備の必要性、②雇用促進、所得向上に資する特定産業の振

興、③BHNの充足をあげ、それぞれについて系図を発展させていった。特に①に関しては、

行政・コミュニティがどのような役割を果たすべきか、それぞれの連携体制をどのように

作っていけばよいか、具体的にはどのような活動が必要となるのかに関し積極的な意見交換

がなされた。

また、②及び③に関しては、農業、畜産、教育、環境、保健等の分野が抱えている問題

点、発展の可能性等を議論した。その議論の過程を通じて、ケニア国側・日本側双方は、実

証調査の重要性・必要性を認識することができた。本議論を通じて作成した目的系図は、実

証調査の内容検討をする際に有益な情報源となると思料される。

２）社会的準備に係るマトリックスの作成

本調査のもっとも重要な事項を社会的準備に絞り、その上で、本デザイン・マトリックス

を作成した（詳細は、Ｍ／Ｍに添付の同マトリックス参照）。２日間でのワークショップ開

催という時間的制約があり、また、調査に係る特別のタスク（調査の方向性（具体的活動）

を導きだすこと、及び、各行政機関の役割を明確にすること）を兼ねたワークショップで

あったため、PCM手法の流れを踏まえつつ、JICAがプロジェクト方式技術協力等で推進し

ているPDMに変更を加えたマトリックスの作成をするという方針で挑んだ。具体的には、

指標は本格調査時点で明確にするものとし、本ワークショップでは検討をしなかった。ま

た、通常のPDMで言及される活動に変わってSUB-OUTPUTSの項目を新たに作成し、各行

政機関の役割を明確にすべくPLAN of OPERARTIONに値する事項を活動として記載した。
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（５）ワークショップの課題

①PCM団員自身を含め、日本側調査団参加者のほとんどが、予備調査において実施したワー

クショップに参加しておらず、現地の具体的イメージが湧かない状況であったこと、②予備調

査で実施したワークショップと今回のワークショップで、参加対象者を農民主体から中央政府

行政関係者に変更したこと、そして③特定プロジェクトに係るPDM作成ではなく、開発調査

におけるデザイン・マトリックスの作成を求められたことが、本ワークショップの特徴であっ

た。

また、時間的制約の下、ワークショップの議論の中心を「社会的準備」に絞り（PCMのプ

ロジェクトの選択にあたる）、④行政の役割を明確化し、調査の行動計画概要をデザイン・マ

トリックスに明記することも通常のPCMワークショップとは異なる点であった。そのため、

同マトリックスは、通常のPDMを変形したものとなった。

①②に関しては、予備調査時のワークショップに関するレビューの時間を設けたことで、

双方ともに農民のニーズをある程度把握したうえでの議論ができたと考える。しかし、現地サ

イト視察の際に、農民（特に予備調査ワークショップ参加者）との意見交換の時間を作る等、

対象住民のニーズをより的確に把握する工夫が必要であったと考える（PCM団員として、日

程検討の際、提案すべきであった）。

③④に関しては、調査に即したマトリックスの形式に変更したことで特段の混乱はなかった

が、配布したPCMテキストの流れ、PDM記載項目との違いがあり、誤解を生じる可能性も否

定できなかったため、ワークショップ後に実施した先方とのＳ／Ｗ協議の場において、マト

リックスの各項目の相関関係をロジカルに検討する時間を設けた。その結果、マトリックスに

ある内容の一層の理解が深まったと考えられる。調査の流れに即しマトリックス形式を柔軟に

変更したことは、今回のワークショップの成功に大きく寄与したと考えられる。しかし、デザ

イン・マトリックス導入の利点「記録を標準化された形で残し、援助機関の経験として蓄積す

る（後のプロジェクトに活用する）」の面からは、課題を残したデザイン・マトリックスとなっ

ている。社会的準備の強化といったソフト面に係る開発調査の内容をどのようにPDMにおと

し込むか、十分な検討が必要と思料する。

（６）今後の発展

本PCMワークショップの経過及びマトリックスの内容を対象地域の住民に説明し、Outputs

１.にある住民の活動部分を住民が中心となって再検討することが必要になると思料する。説

明にあたっては、前回のワークショップで住民自身が作成した目的系図の各項目（カード）を

再構成し本マトリックスを作成した旨を強調し、行政サイドからの押し付けではなく、住民の

ニーズを踏まえた住民のための調査であることを確認する必要がある。
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また、実証調査の内容を確定する作業を円滑に進めるために、ケニア国側が住民を対象とし

たPCMワークショップを実施し意見交換を図っておくことが有益と考える。その際、女性グ

ループや、特定セクター従事者、特定部族等に参加者を絞って実施することも検討に値すると

思われる。

本格調査期間中、ステアリング・コミッティを開催する際には、マトリックスを用いて事業

の進捗状況をモニタリング・評価し、必要に応じてマトリックスの変更をすることが必要にな

るであろう。社会的準備の強化がなされたかを的確に把握するための指標を設定することは、

その性格から容易ではないと考えられるが、本格調査開始後、２・３か月以内には、その指標

を明確にし、ステアリング・コミッティで関係者に周知することが望ましい。

　

（７）その他

上記（５）の特殊性から、国内準備作業では、ワークショップの構成、マトリックスの内容

を絞り込めずに現地に赴くことになった。しかし、予備調査で作成した問題系図・目的系図の

事前分析を十分に行っていたこと、現地到着後、調査団員・関連JICA専門家と同系図及び先

方の現状に関し、十分に検討する時間を割けたこと、PCMワークショップ実施前に調査地区

を訪れ現地の状況を把握し、また、関係者との意見交換をすることができたことから、ワーク

ショップは、順調に進行し、本格調査に資する十分な情報を得ることができたと考えている。

また、ワークショップの議論を通じて、先方は連携体制、ケニア国側の主体的な取組の重要性

を理解できたと考える。

今回のワークショップで使用した、テキスト及びプレゼンテーション用資料を先方（MRD）

に寄贈した。その際に、これらを活用しケニア国側が主体となってPCMワークショップを実

施してはと慫慂した（ケニア国側行政官の中には、ZOPPや PRAのワークショップの参加経

験、モデレーター経験のある者が数人いた。彼等の住民参加型ワークショップに対する理解度

は高く、PCMワークショップ参加は初めてであるにもかかわらず、その理論、流れを十分に

把握していた。そのことから彼等自身でPCMワークショップをモデレートすることができる

と判断している）。

ケニア国側も現場サイドのモーメンタムを維持するためには、ワークショップは有効であ

り、積極的にPCMワークショップを開催したい旨の意思を表明した。ついては、本格調査開

始前からのワークショップ実施を日本サイドからも継続的に働きかけることが重要である。
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別添１．ワークショップ・タイムテーブル

３月１日（月）

　９：３０　自己紹介

１０：００　PCMワークショップ説明

１０：３０　予備調査実施時のワークショップのレビュー

１１：２０　目的系図の検討・再構成（社会的準備のパート）

１２：４０　昼食（意見交換）

１４：００　目的系図の検討・再構成（社会的準備のパート）─　続き

１４：５０　目的系図の検討・再構成（雇用促進、所得向上に資する特定産業の振興

　　　　及びBHNの充足のパート）

１７：００　第一日目のまとめ

３月２日（火）

　９：１５　目的系図の検討・再構成（雇用促進、所得向上に資する特定産業の振興

　　　　及びBHNの充足のパート）─　続き

１０：３０　目的系図の検討・再構成（社会的準備のパート）

　　　各ステークホルダーの役割の明確化を目的として

１２：３０　昼食（意見交換）

１３：４５　デザイン・マトリックスの作成（社会的準備のパートのみ）

１７：１０　ワークショップのまとめ

　





























－ 242－

資　　　　　料

　　　　　　資料１ .　実施細則（Ｓ／Ｗ）
　　　　　　資料２ .　協議議事録（Ｍ／Ｍ）
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